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運
転
資
金
融
資
の
提
案
に
は

商
流
の
理
解
が
不
可
欠

　

こ
こ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
、
年
間

を
通
じ
て
ほ
ぼ
経
常
的
に
必
要
と
な

る
運
転
資
金
を
「
経
常
運
転
資
金
」

と
い
う
が
、
運
転
資
金
に
は
そ
の
ほ

か
、
季
節
要
因
や
受
注
増
加
等
に
よ

る
「
増
加
運
転
資
金
」
が
あ
る
。

　

増
加
運
転
資
金
は
、
経
常
運
転
資

金
と
異
な
り
、
増
加
要
因
に
よ
る
在

庫
の
積
み
増
し
（
追
加
仕
入
れ
）
や

追
加
外
注
費
等
の
現
金
支
払
い
を
起

点
と
し
て
、
当
該
増
加
分
の
売
上
代

金
の
現
金
回
収
が
完
結
す
る
時
点
を

終
期
と
す
る
「
短
期
間
で
清
算
さ
れ

る
」
性
格
の
運
転
資
金
で
あ
る
。
返

済
原
資
は
、
当
該
増
加
分
の
売
上
回

収
現
金
だ
。

　

し
た
が
っ
て
融
資
形
態
は
、
現
金

支
払
い
を
始
期
と
し
、
現
金
回
収
を

期
限
と
す
る
手
形
貸
付
や
当
座
貸
越

取
引
に
よ
っ
て
対
応
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
運
転
資
金
融
資
は
、
事

業
性
融
資
全
体
の
お
よ
そ
70
％
を
占

め
る
。
そ
れ
だ
け
に
事
業
性
融
資
の

営
業
は
、
取
引
先
の
商
流
（
受
注
・

仕
入
れ
、
在
庫
、
加
工
・
生
産
、
販

売
と
い
っ
た
商
売
の
流
れ
や
季
節
性

≒

い
わ
ゆ
る
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
）
や

営
業
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
で
き
る

限
り
正
確
に
把
握
し
、
取
引
先
の

「
運
転
資
金
の
全
体
像
」
を
正
し
く

理
解
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

運
転
資
金
を
正
し
く
理
解
し
、
短

期
継
続
融
資
や
当
座
貸
越
取
引
等
を

積
極
的
に
提
案
し
て
い
こ
う
。�

●

な
ぜ
必
要
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
図

表
を
見
な
が
ら
、
改
め
て
運
転
資
金

に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

現
金
支
払
い
と
現
金
回
収
の

「
ズ
レ
」
を
支
え
る
資
金

　

一
般
的
に
事
業
経
営
で
は
、
商
品

や
部
品
、
原
材
料
な
ど
を
仕
入
れ
、

そ
れ
ら
に
付
加
価
値
を
つ
け
て
売
上

に
つ
な
げ
て
い
く
が
、
そ
の
た
め
の

人
件
費
や
外
注
費
、
家
賃
や
光
熱
費

等
販
売
管
理
費
、
税
金
と
い
っ
た
諸

費
用
の
「
現
金
支
払
い
」
が
先
行
す

る
。
一
定
額
の
手
持
ち
資
金
も
必
要

不
可
欠
で
あ
る
（
図
表
Ⓐ
）。

　

こ
の
「
Ⓐ
事
業
活
動
に
必
要
な
仕

入
れ
等
現
金
支
払
い
お
よ
び
手
持
ち

資
金
」
は
、
売
上
に
よ
っ
て
「
現
金

回
収
」
さ
れ
る
が
（
図
表
Ⓑ
）、
次

の
仕
入
れ
や
諸
費
用
の
現
金
支
払
い

等
が
必
要
に
な
る
。

「
仕
入
れ
・
諸
費
用
等
の
現
金
支
払

い
→
売
上
代
金
の
現
金
回
収
→
仕
入

れ
・
諸
費
用
等
の
現
金
支
払
い
→
売

上
代
金
の
現
金
回
収
…
」
と
い
う
サ

イ
ク
ル
は
、
事
業
の
継
続
中
、
比
較

的
短
期
間
に
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
の

「
現
金
支
払
い
」
と
「
現
金
回
収
」

の
時
間
的
な
ズ
レ
を
「
収
支
ズ
レ
」

と
い
い
（
図
表
Ⓒ
）、
こ
の
収
支
ズ

レ
を
支
え
る
資
金
こ
そ
が
「
運
転
資

金
」
で
あ
る
。

　

運
転
資
金
の
必
要
額
は
、
事
業
規

模
が
一
定
で
あ
れ
ば
変
わ
ら
な
い

が
、
規
模
が
拡
大
す
れ
ば
そ
の
分
だ

け
仕
入
れ
等
の
資
金
が
必
要
と
な
る

運転
取引

短期継続融資も活用した
� 資金繰り改善サポート
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Ⓒ収支ズレ

収支ズレ返済原資
Ⓑ－Ⓐ

Ⓑ売上現金回収
現金支払いⒶと現金
回収Ⓑの時間的ズレ
による必要資金は事
業が継続している限
り必要
＝運転資金

回収現金はⒶに充当
される。事業継続中、
比較的短期間でⒶ→
Ⓑ→Ⓐ…が繰り返さ
れる

Ⓐ事業活動に必要な仕入れ等
現金支払いおよび手持ち資金

仕入（在庫）、人件費、外注費、販売管理費、
家賃、光熱費、税金など経営に不可欠な諸費
用およびプラスアルファ（手持ち資金）
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••••••••
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
••••••••

運
転
資
金
へ
の
理
解
を
深
め

適
切
な
融
資
提
案
に
つ
な
げ
よ
う

大
内
修
金
融
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

転
資
金
」
は
事
業
経
営
に

欠
か
せ
な
い
も
の
だ
が
、

「
運

た
め
増
加
し
、
規
模
が
縮
小
し
て
い

る
場
合
は
減
少
す
る
。

　

ま
た
、
収
支
ズ
レ
は
事
業
が
継
続

し
て
い
る
限
り
解
消
し
な
い
。
そ
の

た
め
運
転
資
金
は
、
元
入
れ
資
本
的

に
安
定
し
て
投
入
さ
れ
て
い
る
必
要

が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
運
転
資
金
は
「
比
較

的
短
期
間
で
回
転
し
て
い
る
」「
元

入
れ
資
本
的
に
投
入
さ
れ
て
い
る
必

要
が
あ
る
」
と
い
う
性
格
が
あ
る
。

そ
の
た
め
借
入
れ
で
補
う
部
分
、
す

な
わ
ち
運
転
資
金
を
資
金
使
途
と
す

る
融
資
は
、
取
引
先
の
売
上
や
在
庫

等
の
状
況
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
な
が

ら
、
短
期
継
続
融
資
や
当
座
貸
越
取

引
等
の
疑
似
資
本
的
な
「
短
期
融

資
」
に
よ
っ
て
対
応
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
返
済
原
資
は
、
当
期
純
利

益
（
Ⓑ

－
Ⓐ
）
で
あ
る
。


